
政
令
第

号

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令

内
閣
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六

十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
八
号
）

第
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十
条
第
三
項
第
一
号
（
同
法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
第
四

項
及
び
第
九
項
、
第
十
五
条
第
四
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
、
「
上
欄
」
を
「
第
二
欄
」
に
、
「
中
欄
」
を
「
第
三
欄
」
に
、
「
下
欄

」
を
「
第
四
欄
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
五
条
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。



第
四
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
三
条
中
「
第
十
条
第
三
項
第
一
号
」
の
下
に
「
（
法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同

条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
）

第
五
条

法
第
十
四
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
（
第
八
条
第
三
号
に
お
い
て
「
輸
入
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
」

と
い
う
。
）
は
、
五
年
と
す
る
。

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
認
定
証
の
交
付
）

第
六
条

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
認
定
、
同
条
第
四
項
の
認
定
の
更
新
又
は
同
条
第
五

項
の
変
更
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
認
定
証
の
再
交
付
）

第
七
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
証
を
汚
損
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
経
済
産

業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
申
請
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ



と
が
で
き
る
。

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
認
定
証
の
返
納
）

第
八
条

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
認
定
証
（
第
四
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
回
復
し
た
認
定
証
）
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大

臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

二

法
第
十
四
条
第
一
項
の
認
定
（
同
条
第
四
項
の
認
定
の
更
新
又
は
同
条
第
五
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
に
係
る

事
業
を
廃
止
し
た
と
き
。

三

輸
入
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
。

四

前
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
再
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
失
っ
た
認
定
証
を
回
復
す
る
に
至
っ
た
と

き
。

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
）

第
九
条

法
第
十
五
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
（
第
十
二
条
第
三
号
に
お
い
て
「
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
の
有



効
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
五
年
と
す
る
。

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
証
の
交
付
）

第
十
条

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
認
定
、
同
条
第
四
項
の
認
定
の
更
新
又
は
同
条
第
五

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
五
項
の
変
更
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
証
の
再
交
付
）

第
十
一
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
証
を
汚
損
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
経
済

産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
申
請
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
証
の
返
納
）

第
十
二
条

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
認
定
証
（
第
四
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
回
復
し
た
認
定
証
）
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境

大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

法
第
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
五
条
第
一
項
の
認
定
が
取
り

消
さ
れ
た
と
き
。

二

法
第
十
五
条
第
一
項
の
認
定
（
同
条
第
四
項
の
認
定
の
更
新
又
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法

第
十
四
条
第
五
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
。

三

再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
。

四

前
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
再
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
失
っ
た
認
定
証
を
回
復
す
る
に
至
っ
た
と

き
。

第
二
条
第
一
項
中
「
経
済
協
力
開
発
機
構
の
回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
の
規
制
に
関
す
る
理

事
会
決
定
」
を
「
理
事
会
決
定
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
約
以
外
の
協
定
等
に
基
づ
き
規
制
を
行
う
必
要
が
な
い
物
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
物
は
、
経
済
協
力
開
発
機
構
の
回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
国

境
を
越
え
る
移
動
の
規
制
に
関
す
る
理
事
会
決
定
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
理
事
会
決
定
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
我

が
国
が
規
制
を
行
う
必
要
が
な
い
物
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
物
と
す
る
。



２

環
境
大
臣
は
、
前
項
の
環
境
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
中
「
第
三
条
関
係
」
を
「
第
四
条
関
係
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
第
四
条
関
係
」
を
「
第
十
三
条
関
係
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
第
五
条
関
係
」
を
「
第
十
四
条
関
係
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
中
「
第
六
条
関
係
」
を
「
第
十
五
条
関
係
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六

法
第
十
四
条
第
一
項
の
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け

三
万
八
千
百
円

三
万
千
九
百
円

よ
う
と
す
る
者

七

法
第
十
四
条
第
五
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
万
七
千
九
百
円

二
万
千
七
百
円

八

法
第
十
五
条
第
一
項
の
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け

二
十
万
三
千
八
百
円

十
九
万
七
千
三
百
円

よ
う
と
す
る
者

九

法
第
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四

四
万
三
千
五
百
円

三
万
七
千
百
円

条
第
五
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

十

法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
四
項

一
万
七
千
五
百
円

一
万
五
千
七
百
円



の
規
定
に
よ
り
移
動
書
類
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

（
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
第
四
十
号
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三

十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
再
生
利
用
等
目
的
輸

入
事
業
者
及
び
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
及
び
認
定
証
の
交
付
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
を
行
う
必
要
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。


